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既存不適格建築物に対する制限の緩和について



既存不適格建築物に対する規制の
合理化についての解説
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０．はじめに

►２．既存不適格建築物に対する規制の緩和

⚫ 法第3条第2項 法令等の施行や適用の際、現に存する建築物、工事中
の建築物については適用しない。

⚫ 法第3条第3項第3号、第4号 工事の着手が法令等の施行や適用後であ
る増築等は適用する。

◎ 法第８６条の７第１項（一定の範囲内において増築等）

◎ 法第８６条の７第２項（独立部分が２以上あるものについて増築等）

◎ 法第８６条の７第３項（一部の適用を受けない既存不適格建築物について
増築等）
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►新築時には適法で、改正後の基準に適合しなくな
った建築物のことを「既存不適格建築物」といいま
す。

►改正があったときを「基準時」といいます。

►違反建築物ではありません。

※違反建築物と扱いを明確に区別しています。

新築時 適法

既存不適格建築物

０．はじめに

建築基準法改正、
都市計画の変更
など
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►法第86条の７ 第1項 第20条・・・法第28条の2・・・法第68条（略）

政令で定める範囲内であればOK （範囲を超えたら現行法令）

既存建築物

増築部分

EX1.石綿を使用していた場合の処置
（令第137条の4の3） •既存(基準時)の床面積

の合計の1/2まで(1号)

•石綿使用禁止！ (2号)

•飛散防止策（3号）

•囲い込み処置 石綿を透過させない材料で囲う。通常の衝撃及び劣化に耐えられること。点検
口。・・・他にもあり H18年告示1173号 1号

•封じ込め処置 飛散防止剤で吹き付ける。通常の衝撃及び劣化に耐えられること。・・・他にもあり
H18年告示1173号 2号
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既存工場

増築部分

EX2.用途地域が変更された場合の処置
（令第137条の7）

•作業場の床面積と原動機の出力が
現在の用途地域に適合しない

•基準時の敷地内であり、
建ぺい率容積率OK（1号）

•増築後の延べ面積の
合計は基準時の1.2倍
まで（2号）

•適合しない部分（作業
場）の床面積の合計は
基準時の1.2倍まで（3号）

•適合しない部分（原動
機）の出力の合計は基
準時の1.2倍まで（4号）

►法第86条の７ 第1項 第20条・・・法第48条・・・法第68条（略）

政令で定める範囲内であればOK （範囲を超えたら建築不可）
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►法第86条の７ 第2項 法第20条 法第35条（政令で定める部分のみ）

増築等をする独立部分以外の独立部分はOK （処置をしなければ遡及）

既存建築物 増築部分

EX3.排煙設備の場合の独立部分
（令第137条の14 第3号）

•開口部のない耐火構造、準耐火構造の床又は壁で区画（3号イ）

•特定防火、防火設備で常時閉鎖戸、煙感知連動随時閉鎖戸で
遮煙機能付き（3号ロ）

排煙設備なし
排煙設備必要

自然排煙設備
設置
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関連規定 項目 部分適用を行う場合の規定の適用（現行法） 部分適用 備考

法第２０条 構造耐力（構造上の安全性）

増改築等に係わる部分とエキスパンションジョ
イントその他の相互に応力を伝えない構造方
法のみで接している建築物の部分について
は適用しない。

可

法第２１条
大規模木造建築物の主要構
造部（耐火構造要求）

性能的に分割可能な条件が現時点で設定で
きないため、建築物全体に適用。

不可

法第２２条 ２２条地域内の屋根不燃
性能的に分割可能な条件が現時点で設定で
きないため、建築物全体に適用。

不可

法第２３条 ２２条地域内の外壁防火措置
性能的に分割可能な条件が現時点で設定で
きないため、建築物全体に適用。

不可

法第２５条
大規模木造建築物の外壁等
（防火構造要求）

性能的に分割可能な条件が現時点で設定で
きないため、建築物全体に適用。

不可

法第２６条
法第３６条

防火壁
性能的に分割可能な条件が現時点で設定で
きないため、建築物全体に適用。

不可

法第２７条
特殊建築物への耐火建築物
又は準耐火建築物の義務付

性能的に分割可能な条件が現時点で設定で
きないため、建築物全体に適用。

不可

法第２８条第１項

法第３６条
居室の採光 居室単位で適用。 可

部分適用を行う場合の各規定の適用について
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８ .平成24年9月20日に施行された建築基準施行令の一部改正について
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８ .平成24年9月20日に施行された建築基準施行令の一部改正について
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８ .平成24年9月20日に施行された建築基準施行令の一部改正について
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８ .平成24年9月20日に施行された建築基準施行令の一部改正について
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８ .平成24年9月20日に施行された建築基準施行令の一部改正について
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８ .平成24年9月20日に施行された建築基準施行令の一部改正について
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既存不適格建築物の増築等に係る建築確認の
申請手続きの円滑化についての解説
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